
第277号

社団法人本所法人会墨田区業平1-7-12  電話（3622）1090 発行者・立岡幸夫 編集・広報委員会春原令一・今井田精司 印刷・合同印刷㈱

	

平成22年11月発行

◎10月13日（水）創立60周年記念式典行事が盛大に開催されました。

　
　
み
ん
な
で
減
ら
そ
う
C
O
２
！

法
人
会
は「
地
球
温
暖
化
対
策
報
告
書
制
度
」を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
　
み
ん
な
で
減
ら
そ
う
C
O
２
！

法
人
会
は「
地
球
温
暖
化
対
策
報
告
書
制
度
」を
推
進
し
て
い
ま
す
。
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会員増強運動にご協力を…・・・・・・・・・・14
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折込−区立中学校「職場体験」
　　　協力事業所のお願い



本 所 法 人 会 報平成22年11月 （2）

開催（写真で綴る記念式典）

演奏に聞き入る出席者 第二部　小野副会長による開会の辞

式辞を述べられる立岡会長市川署長へイータックス横断幕目録贈呈
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正
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辞
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口
　
副
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タ
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創立60周年記念式典

受　付　風　景 第一部　新日本フィルハーモニー交響楽団弦楽四重奏

立岡会長より感謝状の贈呈石川進造様より法人会へ絵画の贈呈

　

10
月
13
日
㈬
創
立
60
周
年
記
念
式
典
が
東
武
ホ
テ
ル
レ
バ

ン
ト
東
京
に
お
い
て
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
第
１
部　

記
念
演
奏
会
で
は
、
新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団

の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
弦
楽
四
重
奏
の
演
奏
を
お
楽
し
み
い
た

だ
き
ま
し
た
。
続
い
て
、
第
２
部　

記
念
式
典
で
は
、
最
初

に
小
野
副
会
長
よ
り
開
会
の
辞
で
始
ま
り
、
立
岡
会
長
の
式

辞
の
あ
と
、
立
岡
会
長
か
ら
市
川
本
所
税
務
署
長
へ
イ
ー

タ
ッ
ク
ス
利
用
推
進
横
断
幕
の
目
録
の
贈
呈
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
続
い
て
感
謝
状
が
、
丸
山
顧
問
は
じ
め
創
立
50
周
年
か

ら
現
在
ま
で
本
部
役
員
、
支
部
長
に
引
き
続
き
ご
就
任
い
た

だ
い
て
い
る
計
43
名
の
役
員
に
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
石
川
進
造
様
よ
り
桜
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
絵
画

が
法
人
会
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、
ご
臨
席
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
来
賓
の
方
を

代
表
さ
れ
て
４
名
の
ご
来
賓
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
祝
辞
を
賜
り
、

（
市
川
本
所
税
務
署
長
様
、
下
城
墨
田
都
税
事
務
所
長
様
、

㈳
東
京
法
人
会
連
合
会
宮
崎
副
会
長
様
、
佐
藤
東
京
税
理
士

会
本
所
支
部
長
様
）
最
後
に
野
口
副
会
長
に
よ
る
閉
会
の
辞

で
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
３
部　

記
念
祝
賀
会
で
は
、
会
場
を
４
階
「
錦
」
に
移

し
、
最
初
に
立
岡
会
長
の
ご
挨
拶
、
続
い
て
山
﨑
区
長
様
の

ご
挨
拶
を
賜
り
ま
し
た
。
次
に
鏡
開
き
を
10
名
の
方
に
お
願

い
し
、
本
所
税
務
署　

室
橋
副
署
長
様
の
乾
杯
で
懇
親
会
に

入
り
ま
し
た
。
祝
賀
会
の
間
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
最

初
に
向
島
花
街
の
芸
妓
に
よ
る
踊
り
と
唄
、
高
橋
祐
次
郎
社

中
に
よ
る
津
軽
三
味
線
と
民
謡
で
色
ど
り
を
添
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
祝
賀
会
の
最
後
は
42
型
薄
型
テ
レ
ビ
、
電
動
ア

シ
ス
ト
自
転
車
等
豪
華
景
品
が
当
た
る
福
引
抽
選
会
で
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。
会
は
終
始
和
や
か
な
う
ち
に
進
め
ら
れ
、

大
塚
副
会
長
に
よ
る
三
本
締
め
で
成
功
裡
に
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

（
総
出
席
数
４
８
５
名
）

→

←

→

← ←
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開催（写真で綴る記念式典）

第三部にてご挨拶の山﨑区長殿祝賀会会場にてご挨拶の立岡会長

→

→

←

→

→

←

↓

第三部　会　場　風　景第三部　懇　談　風　景

福引抽選会風景 大塚副会長の音頭で三本締め
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創立60周年記念式典

第三部　懇　談　風　景向島芸妓の唄と踊り

高橋祐次郎社中による民謡と津軽三味線 福引抽選会風景

野口副会長による閉会の辞

→

↓

←

→ →

→

←

ご祝辞を述べられる本所税務署　市川署長殿
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大　会　会　場　風　景

国
は
何
を
す
べ
き
か
。
そ
の
答
え
は
既

に
出
て
い
る
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、

ま
ず
行
う
べ
き
は
、
財
政
政
策
の
基
本

で
あ
る
「
入
る
を
量
り
て
出
ず
る
を
為

す
」
こ
と
で
あ
り
、
現
状
は
そ
の
原
則

か
ら
著
し
く
逸
脱
し
て
い
る
。
一
方
、

成
長
分
野
に
資
金
を
投
入
す
る
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
現
在
の

日
本
に
は
具
体
的
な
成
長
戦
略
が
な

い
。
そ
の
戦
略
の
中
で
も
税
制
改
革
は

急
務
で
あ
る
。
世
界
的
に
見
て
も
欧
州

を
中
心
に
、
経
済
活
性
化
の
観
点
か
ら

大
胆
な
税
制
改
革
に
踏
み
切
る
国
は
多

い
。
特
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
地

域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
の

活
性
化
に
資
す
る
税
制
は
欠
か
せ
な

い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
法
人
税
率

の
引
き
下
げ
（
軽
減
税
率
を
含
む
）
と

事
業
承
継
税
制
の
確
立
を
最
重
要
課
題

と
し
て
提
示
す
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
会
員
の
総
意
と
し

て
「
今
後
の
望
ま
し
い
税
制
の
あ
り

方
」
を
テ
ー
マ
に
平
成
23
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
を
取
り
ま
と
め
た
。

　

現
在
の
日
本
経
済
は
、
中
国
、
イ
ン

ド
等
新
興
国
の
好
景
気
に
支
え
ら
れ
、

輸
出
等
外
需
は
堅
調
だ
が
、
肝
心
の
内

需
は
低
迷
し
て
お
り
、
景
気
は
さ
え
な

い
展
開
が
続
い
て
い
る
。
特
に
中
小
企

業
に
つ
い
て
は
先
行
き
に
不
透
明
感
が

増
し
、
企
業
マ
イ
ン
ド
を
冷
や
す
要
因

と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
世
界
に
目
を
転
ず
る
と
、
人

口
1
、
0
0
0
万
人
の
ギ
リ
シ
ャ
の
財

政
危
機
が
世
界
経
済
を
振
り
回
し
、
欧

州
を
中
心
に
財
政
不
安
が
広
が
っ
て
い

る
。
米
国
で
は
、
戦
後
最
悪
の
雇
用
不

安
が
経
済
の
先
行
き
を
不
確
か
な
も
の

に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
経

済
の
先
行
き
に
は
不
安
材
料
が
多
く
、

そ
の
構
造
は
一
層
複
雑
化
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
経
済
情
勢
の
中
で
、
わ
が

〈
税
制
改
正
に
関
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
〉

○
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、

議
員
・
公
務
員
定
数
の
大
胆
な
削

減
を
！

○
税
制
の
抜
本
改
革
を
行
い
、
元
気

な
日
本
の
復
活
を
！

○
法
人
実
効
税
率
は
欧
州
・
ア
ジ
ア

主
要
国
並
み
の
30
％
以
下
に
引
き

下
げ
を
！

○
所
得
税
は
広
く
薄
く
負
担
を
求

め
、
基
幹
税
と
し
て
の
役
割
強
化

を
！

○
適
用
要
件
を
緩
和
・
是
正
し
、
企

業
の
継
続
に
役
立
つ
事
業
承
継
税

制
を
！

○
歳
出
・
歳
入
の
全
体
的
な
見
直
し

の
中
で
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
議

論
を
！

○
地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
、
三
位

一
体
改
革
の
更
な
る
徹
底
を
！

○
年
金
・
医
療
・
介
護
の
制
度
改
革

を
断
行
し
、 

持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
の
確
立
を
！

法
人
会
全
国
大
会−

熊
本
大
会
開
催

（
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
の
報
告
）

は

じ

め

に
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第
一　

経
済
・
財
政
・
社
会
保
障
制
度
の

改
革

　

政
府
は
、
本
年
６
月
、
元
気
な
日
本
を
復

活
さ
せ
る
と
し
て
、
強
い
経
済
、
強
い
財
政
、

強
い
社
会
保
障
を
一
体
的
に
捉
え
て
建
て
直

す
方
針
を
示
し
た
。
こ
の
政
策
を
要
約
す
る

と
、
増
税
で
得
た
財
政
資
金
を
社
会
保
障
な

ど
の
成
長
分
野
に
投
入
す
る
こ
と
で
、
雇
用

を
拡
大
し
、
成
長
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
戦

略
で
あ
る
。
だ
が
実
際
は
、
正
に
「
言
う
は

易
く
、
行
う
は
難
し
」
の
典
型
と
い
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

　

現
在
の
日
本
経
済
は
脆
弱
化
し
、
需
給

ギ
ャ
ッ
プ
が
25
兆
円
あ
る
。
名
目
雇
用
者
報

酬
も
減
り
続
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
デ
フ
レ

状
態
の
中
に
あ
る
。
政
府
は
増
税
し
て
も
成

長
は
で
き
る
と
言
う
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明

で
あ
る
。

　

一
方
、
向
こ
う
３
年
間
の
予
算
の
大
枠
を

示
す
財
政
運
営
戦
略
の
新
目
標
は
、
①
国
、

地
方
を
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
赤
字
を

対
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
比
で
2
0
1
5

年
度
ま
で
に
半
減
し
、
20
年
度
ま
で
に
黒
字

化
す
る
、
②
債
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
21
年

度
か
ら
引
き
下
げ
る
と
い
う
２
本
柱
を
据
え

て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
示
さ
れ
た
試
算

で
は
、
20
年
度
の
赤
字
は
21
・
7
兆
円
で
、

本
年
度
赤
字
30
・
8
兆
円
の
半
減
に
も
な
ら

な
い
。
財
政
収
支
を
黒
字
化
し
な
い
と
、
肝

心
な
債
務
残
高
が
低
下
し
な
い
。
そ
の
た
め

の
手
段
は
増
税
に
よ
る
歳
入
増
か
歳
出
削
減

し
か
な
い
。
や
は
り
、
抜
本
的
な
歳
出
・
歳

入
の
一
体
改
革
を
行
い
、
国
民
負
担
率
を
増

や
さ
な
い
小
さ
な
政
府
を
目
指
す
べ
き
で
あ

る
。

　

こ
れ
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
保
障

制
度
を
つ
く
り
、
ど
こ
に
ど
う
投
資
す
る
か

等
の
制
度
設
計
を
行
い
、
財
源
と
し
て
の
消

費
税
増
税
に
つ
い
て
国
民
に
分
か
り
や
す
く

説
明
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二　

行
財
政
改
革
の
推
進

　

政
府
は
国
の
予
算
制
度
、
そ
の
他
行
政
全

般
の
あ
り
方
を
刷
新
す
る
た
め
、
内
閣
府
に

行
政
刷
新
会
議
を
設
置
し
た
。
行
政
刷
新
会

議
は
、
事
業
仕
分
け
と
い
う
こ
れ
ま
で
見
ら

れ
な
か
っ
た
新
し
い
手
法
で
、
行
政
の
無
駄

の
洗
い
出
し
を
行
い
、
注
目
を
集
め
た
。
期

待
さ
れ
て
い
た
予
算
や
事
業
の
無
駄
の
見
直

し
と
い
う
行
財
政
改
革
の
観
点
で
は
一
定
の

成
果
を
得
ら
れ
た
が
、財
源
確
保
の
点
で
は
、

第
一
弾
の
事
業
仕
分
け
で
３
兆
円
以
上
の
歳

出
削
減
を
目
標
と
し
た
も
の
の
、
削
減
額
は

7
、
0
0
0
億
円
程
度
に
と
ど
ま
り
、
課
題

を
残
し
た
。

　

政
府
が
直
営
す
る
事
業
は
、
非
営
利
・
独

占
事
業
で
あ
る
が
故
に
効
率
的
な
運
用
に
欠

け
る
面
が
多
い
。
こ
れ
を
民
間
開
放
と
い
う

鏡
に
照
ら
し
て
み
る
市
場
化
テ
ス
ト
等
を
行

い
、効
率
化
を
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

政
府
の
行
財
政
改
革
は
、
民
間
の
リ
ス
ト
ラ

に
比
べ
て
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
。
特
別
会
計

の
改
革
を
は
じ
め
と
し
て
、
目
に
見
え
る
形

で
の
成
果
を
期
待
し
た
い
。

　

同
様
に
、
公
務
員
改
革
に
つ
い
て
も
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
制
度
の
根
幹
に
斬
り
込
む

よ
う
な
改
革
を
期
待
し
た
い
。
国
会
議
員
の

定
数
削
減
も
急
務
で
あ
る
。

　

地
方
自
治
体
に
つ
い
て
も
、
広
域
自
治
体

や
道
州
制
の
導
入
等
、
さ
ら
に
徹
底
し
た
行

財
政
改
革
を
行
う
よ
う
に
求
め
る
。

第
三　

国
・
地
方
の
あ
り
方

　

わ
が
国
の
中
央
集
権
シ
ス
テ
ム
は
、
国
・

地
方
の
経
済
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た

が
、
最
近
で
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
生
み
出
す

非
効
率
性
の
方
が
目
立
っ
て
き
た
。
現
在
の

政
権
は
、
基
本
理
念
と
し
て
地
域
主
権
を
主

張
し
、
国
・
地
方
の
関
係
を
「
上
下
、
主
従

の
関
係
か
ら
対
等
、協
力
の
関
係
へ
」
と
謳
っ

て
い
る
。

　

当
面
は
、
規
制
・
予
算
・
法
律
関
連
な
ど

を
見
直
す
と
し
て
い
る
が
、
我
々
国
民
が
求

め
て
い
る
の
は
、
国
・
地
方
の
役
割
分
担
の

明
確
化
お
よ
び
行
政
効
率
化
に
伴
う
歳
出
削

減
等
の
実
効
あ
る
政
策
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
地
域
主
権
戦
略
会
議
で
は
基
礎
自

治
体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
を
重
視
し
て
い

る
が
、
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か

ら
、
道
州
制
に
つ
い
て
充
分
に
議
論
す
べ
き

で
あ
る
。

　

分
権
型
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
に
は
、

地
方
の
リ
ス
ト
ラ
に
加
え
て
、
国
か
ら
地
方

へ
の
補
助
金
の
削
減
、
地
方
交
付
税
改
革
、

税
源
移
譲
の
い
わ
ゆ
る
三
位
一
体
改
革
の
流

れ
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
現
政
権
は
国
か

ら
地
方
へ
の
ひ
も
つ
き
補
助
金
の
廃
止
、
地

方
が
自
由
に
使
え
る
一
括
交
付
金
の
交
付
を

謳
っ
て
い
る
が
、
地
方
交
付
税
交
付
金
や
補

助
金
の
見
直
し
は
急
務
で
あ
る
。

第
四　

税
制
改
革
の
あ
り
方

　

税
制
改
革
に
あ
た
っ
て
は
、
公
平
・
中
立
・

簡
素
と
い
う
課
税
原
則
の
ほ
か
、
国
際
間
の

経
済
取
引
の
増
大
や
多
様
化
、
諸
外
国
の
租

税
政
策
等
の
国
際
的
整
合
性
を
も
踏
ま
え
つ

つ
、
今
後
の
税
の
あ
り
方
に
踏
み
込
ん
だ
抜

本
的
な
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

中
小
企
業
は
、わ
が
国
経
済
の
礎
で
あ
り
、

ま
た
、
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
時
代
や
環
境
の
変
化
、
特
に
国

際
化
の
流
れ
の
中
で
、そ
の
存
在
を
確
保
し
、

社
会
経
済
へ
の
貢
献
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
税
制
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
観
点
か
ら
、
か
ね
て
か
ら
の
懸
案
で

あ
る
法
人
税
率
の
引
き
下
げ
（
軽
減
税
率
の

更
な
る
引
き
下
げ
、
恒
久
化
を
含
む
）
と
事

業
承
継
税
制
の
確
立
を
最
重
要
課
題
と
し
て

提
示
す
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
を
支
え
る
意

味
か
ら
、
今
後
、
消
費
税
の
役
割
を
強
化
す

る
必
要
が
あ
る
。

第
五　

租
税
教
育
の
充
実

　

税
は
国
・
地
方
が
提
供
す
る
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
財
源
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
税
が
な

け
れ
ば
国
や
地
方
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
は
機
能

し
な
い
。
国
民
の
納
税
義
務
は
憲
法
で
も
定

め
ら
れ
て
い
る
。
21
世
紀
の
納
税
者
は
「
税

総　

論

税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
（
要
旨
）
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を
キ
チ
ン
と
支
払
い
、
そ
の
使
い
方
を
監
視

す
る
人
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今

後
の
行
財
政
改
革
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、

国
や
地
方
が
国
民
に
対
し
て
実
施
状
況
を
公

表
す
る
な
ど
納
税
者
と
と
も
に
進
め
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
の
監
査
機

能
の
充
実
も
大
切
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
学
校
教
育
は
も
と
よ
り
社
会
全

体
で
租
税
教
育
に
取
り
組
み
、
税
の
役
割
を

正
し
く
理
解
し
て
、真
の
納
税
者（
タ
ッ
ク
ス
・

ペ
イ
ヤ
ー
）
意
識
を
定
着
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
。

　

こ
れ
か
ら
の
税
制
改
正
は
、
納
め
る
側
が

納
得
し
た
上
で
の
推
進
が
必
須
の
条
件
と
な

る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
租
税
教
育
の
充
実
は

重
要
で
あ
る
。

各　

論

第
一　

法
人
税
制
に
つ
い
て

1
．
法
人
税
の
税
率
の
引
き
下
げ

　

わ
が
国
の
法
人
税
の
実
効
税
率
は
ア
メ
リ

カ
並
み
の
40
・
69
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
最
近
、
自
国
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
あ

る
い
は
外
国
資
本
の
誘
致
等
の
目
的
か
ら
、

税
制
を
優
遇
し
て
い
る
国
が
多
い
。
現
実
に
、

近
年
、
欧
州
・
ア
ジ
ア
諸
国
で
法
人
税
率
の

引
き
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
イ
ギ
リ

ス
、
ド
イ
ツ
、
中
国
等
で
は
実
効
税
率
が

20
％
台
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
や
国
内
産

業
の
空
洞
化
防
止
、
さ
ら
に
は
外
国
資
本
の

国
内
へ
の
投
資
促
進
の
観
点
か
ら
、
法
人
税

の
基
本
税
率
に
つ
い
て
地
方
税
を
含
め
、
大

幅
な
引
き
下
げ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、

租
税
特
別
措
置
の
整
理
・
合
理
化
等
で
課
税

ベ
ー
ス
を
広
げ
、
地
方
税
を
含
め
て
、
少
な

く
と
も
欧
州
・
ア
ジ
ア
主
要
国
並
み
の
30
％

以
下
の
実
効
税
率
と
す
る
よ
う
求
め
る
。

2
．
中
小
企
業
軽
減
税
率
の
引
き
下
げ

　

平
成
21
年
度
税
制
改
正
で
、
中
小
企
業
等

に
適
用
さ
れ
る
法
人
税
の
軽
減
税
率
が
２
年

間
の
措
置
と
し
て
22
％
か
ら
18
％
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
厳
し
い
経
営

環
境
や
中
小
企
業
の
担
税
力
を
考
え
る
と
、

中
小
企
業
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
は
２
年

間
の
時
限
措
置
で
は
な
く
恒
久
化
す
る
と
と

も
に
、
さ
ら
に
一
層
の
税
率
引
き
下
げ
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
課
税

所
得
8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
の
適
用
課
税
所
得
金
額
を
少
な

く
と
も
1
、
6
0
0
万
円
程
度
へ
引
き
上
げ

る
よ
う
求
め
る
。

3
．
交
際
費
課
税
制
度

　

平
成
18
年
度
税
制
改
正
で
、
一
人
当
た
り

5
、
0
0
0
円
以
下
の
飲
食
費
に
つ
い
て
は

交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
ま
た
、
資
本
金

１
億
円
以
下
の
中
小
企
業
に
認
め
ら
れ
る
特

例
も
引
き
続
き
存
続
し
て
い
る
。
交
際
費
課

税
に
お
け
る
創
設
当
時
（
昭
和
29
年
）
の
資

本
蓄
積
を
図
る
と
い
う
政
策
目
標
は
消
失
し

て
お
り
、
改
め
て
経
済
取
引
の
実
体
の
中
に

そ
の
あ
り
方
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
と

考
え
る
。
2
0
0
9
年
の
追
加
経
済
対
策
で
、

中
小
企
業
に
対
す
る
交
際
費
の
定
額
控
除
限

度
額
が
4
0
0
万
円
か
ら
6
0
0
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
た
が
、
不
充
分
で
あ
り
、
定
額

控
除
限
度
額
の
更
な
る
引
き
上
げ
、
損
金
不

算
入
割
合
の
撤
廃
、
資
本
金
の
規
模
制
限
の

弾
力
化
等
の
改
善
を
求
め
る
。

4
．
役
員
給
与

　

最
近
、
会
社
法
改
正
、
企
業
会
計
の
変
更

等
に
伴
い
、
税
制
面
で
も
役
員
給
与
の
取
り

扱
い
が
大
幅
に
変
わ
り
、
定
期
同
額
給
与
、

事
前
確
定
届
出
給
与
、
利
益
連
動
給
与
以
外

は
損
金
不
算
入
と
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
利
益
連
動
給
与
に
つ
い
て
、
同
族

会
社
は
適
用
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
経
営

意
欲
、
企
業
活
力
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
同

族
会
社
に
つ
い
て
も
一
定
の
要
件
の
下
で
、

同
様
の
措
置
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

5
．
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税

　

平
成
19
年
度
税
制
改
正
で
、
中
小
企
業
に

お
け
る
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
は
実
質
的

に
撤
廃
さ
れ
た
。
し
か
し
、
特
定
同
族
会
社

に
対
す
る
留
保
金
課
税
は
存
続
し
て
お
り
、

引
き
続
き
廃
止
を
求
め
る
。

6
．
電
子
申
告

　

国
税
庁
が
2
0
0
4
年
か
ら
運
用
を
開
始

し
た
国
税
電
子
申
告
（
e−

T
a
x
）
は
、

2
0
1
0
年
３
月
末
現
在
の
利
用
率
が
45
・

4
％
に
達
し
た
。
平
成
21
年
度
税
制
改
正
で

は
、
所
得
税
額
控
除
制
度
の
２
年
延
長
、
所

得
税
の
確
定
申
告
時
に
税
務
署
へ
の
提
出
を

省
略
で
き
る
書
類
の
拡
充
な
ど
の
措
置
が
と

ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
層
の
利
用
促
進
を
図
る

た
め
、
地
方
税
の
電
子
申
告
と
の
一
体
化
の

検
討
、
法
人
・
個
人
に
対
す
る
恒
久
的
な
税

額
控
除
制
度
の
創
設
な
ど
利
用
促
進
に
向
け

て
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

7
．
そ
の
他

　

租
税
特
別
措
置
に
関
連
し
て
、政
府
は
「
租

特
透
明
化
法
」
を
国
会
で
成
立
さ
せ
た
。
租

税
特
別
措
置
の
う
ち
、
政
策
税
制
措
置
を
４

年
間
か
け
て
抜
本
的
に
見
直
す
方
針
で
あ

る
。
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
政
策
目

的
を
果
た
し
た
も
の
は
廃
止
し
、
そ
れ
を
法

人
税
率
引
き
下
げ
の
財
源
に
充
当
す
べ
き
で

あ
る
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
の
投
資
促
進
税

制
な
ど
経
済
活
性
化
に
寄
与
す
る
措
置
は
本

則
化
（
恒
久
化
を
含
む
）
あ
る
い
は
新
設
す

べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
配
当
控
除
制
度
で
は
不
充
分

で
あ
り
、欧
州
各
国
の
制
度
（
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー

シ
ョ
ン
方
式
）
を
参
考
に
二
重
課
税
の
排
除

を
求
め
る
。

第
二　

個
人
所
得
税
制
に
つ
い
て

1
．
所
得
税
と
住
民
税
の
あ
り
方

　

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
就
業
形
態
の
多
様

化
な
ど
経
済
社
会
の
変
化
に
伴
い
非
納
税
者

が
増
え
て
い
る
。
基
幹
税
と
し
て
の
所
得
税

の
機
能
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
税
負
担
の
歪

み
を
直
し
、
広
く
、
薄
く
負
担
を
求
め
る
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
住
民
税
は
応
益
性
の
観

基 

本 

事 

項
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点
か
ら
均
等
割
の
更
な
る
引
き
上
げ
を
求
め

る
。

　

一
方
、
税
制
改
正
に
お
い
て
、
所
得
税
の

最
高
税
率
引
き
上
げ
が
検
討
さ
れ
て
い
る

が
、
仮
に
最
高
税
率
を
引
き
上
げ
て
も
税
収

効
果
は
小
さ
く
、
象
徴
的
な
意
味
し
か
持
た

な
い
。
逆
に
労
働
意
欲
を
損
ね
、
マ
イ
ナ
ス

効
果
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。

2
．
各
種
控
除
制
度
の
整
理
・
合
理
化

　

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
諸
控
除
に
つ
い

て
は
、
負
担
の
公
平
化
、
税
制
の
簡
素
化
、

少
子
高
齢
化
、
雇
用
慣
行
の
変
化
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
等
、
社
会
構
造
の
変
化

に
対
応
し
て
、
抜
本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ

る
。
人
的
控
除
に
つ
い
て
は
、
累
次
の
改
正

で
複
雑
化
し
て
い
る
た
め
整
理
・
合
理
化
し
、

基
本
的
な
人
的
控
除
に
集
約
す
る
よ
う
努
力

す
べ
き
で
あ
る
。

　

給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
制
度
本
来

の
趣
旨
で
あ
る
必
要
経
費
の
概
算
控
除
と
し

て
は
、
そ
の
水
準
が
高
す
ぎ
る
と
の
指
摘
も

あ
り
、
特
定
支
出
控
除
の
拡
大
と
併
せ
て
見

直
す
必
要
が
あ
る
。

3
．
少
子
化
対
策

　

人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
た
わ
が
国
に

と
っ
て
、
少
子
化
対
策
は
国
が
基
本
政
策
と

し
て
取
り
組
む
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

政
府
は
本
年
度
か
ら
、
新
し
い
子
育
て
支
援

制
度
を
法
制
化
し
、
中
学
校
卒
業
ま
で
の
子

ど
も
に
１
人
当
た
り
月
額
１
万
３
千
円
を
支

給
し
て
い
る
。

　

少
子
化
対
策
は
、
保
育
所
の
充
実
な
ど
本

来
は
社
会
政
策
に
よ
る
施
策
の
充
実
が
重
要

と
な
る
が
、
一
方
で
税
制
面
か
ら
の
配
慮
も

不
可
欠
で
あ
る
。
例
え
ば
、
児
童
に
対
す
る

税
額
控
除
制
度
を
導
入
し
、
子
供
が
多
く
な

る
ほ
ど
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
の
創
設

を
求
め
る
。
さ
ら
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
実
施

さ
れ
て
い
る
Ｎ
分
Ｎ
乗
方
式
（
子
ど
も
の
数

が
多
く
な
る
ほ
ど
所
得
税
が
減
税
さ
れ
る
仕

組
み
）
の
導
入
も
積
極
的
に
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。

4
．
金
融
所
得
一
体
課
税

　

所
得
税
の
10
種
類
の
所
得
区
分
は
現
在
の

経
済
取
引
に
適
合
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い

状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
統
合
・
簡
素
化

や
金
融
商
品
・
取
引
間
の
損
益
通
算
に
よ
る

一
体
課
税
な
ど
が
望
ま
し
い
。
平
成
20
年
度

税
制
改
正
で
損
益
通
算
の
特
例
が
一
部
実
施

さ
れ
た
が
、
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
。
経
済
活

性
化
の
観
点
か
ら
も
金
融
所
得
の
一
体
課
税

は
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

5
．
納
税
者
番
号
制
度

　

納
税
者
番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
最
近
、

社
会
保
障
番
号
と
の
関
係
整
理
を
含
め
、
政

府
部
内
で
も
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。
電

子
商
取
引
の
普
及
、
金
融
商
品
の
多
様
化
、

国
際
化
が
進
む
中
で
の
資
産
移
動
の
把
握
、

金
融
所
得
一
体
課
税
で
の
損
益
通
算
の
際
の

適
正
な
執
行
、
医
療
・
年
金
等
社
会
保
障
制

度
と
の
一
元
管
理
、
さ
ら
に
は
給
付
付
き
税

額
控
除
制
度
の
導
入
に
向
け
た
検
討
な
ど
を

背
景
に
、
導
入
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
制
度
の
創
設
・
維

持
に
か
か
る
コ
ス
ト
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
確
保
の
た
め
の
法
整

備
等
の
前
提
条
件
を
明
確
に
し
た
上
で
、
納

税
者
の
利
便
性
も
考
え
、
税
務
面
の
み
な
ら

ず
社
会
保
障
分
野
に
も
活
用
す
る
観
点
か

ら
、
制
度
の
早
期
導
入
に
向
け
て
早
急
か
つ

充
分
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三　

相
続
税
制
に
つ
い
て

1
．
相
続
税

　

相
続
税
に
つ
い
て
は
、
格
差
是
正
の
観
点

か
ら
、
平
成
23
年
度
税
制
改
正
で
相
続
税
の

課
税
ベ
ー
ス
、
税
率
構
造
の
見
直
し
等
課
税

強
化
を
目
指
す
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
課
税
方
式
に
つ
い
て
も
昭
和
33
年
以
来

続
け
ら
れ
て
き
た
法
定
相
続
人
課
税
方
式
か

ら
遺
産
課
税
方
式
へ
変
更
し
、
税
率
構
造
は

も
と
よ
り
、
基
礎
控
除
や
非
課
税
・
軽
減
措

置
等
に
つ
い
て
大
幅
な
見
直
し
が
予
想
さ
れ

る
。
だ
が
、
国
際
的
に
見
て
も
相
続
税
の
負

担
率
は
主
要
国
と
同
一
水
準
で
あ
り
、
負
担

強
化
に
つ
い
て
は
納
得
で
き
な
い
。
こ
の
た

め
、
現
行
水
準
を
維
持
し
、
こ
れ
以
上
の
課

税
強
化
と
な
ら
な
い
よ
う
求
め
る
。

2
．
贈
与
税

　

贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
基
礎
控
除
と
は
別

枠
で
、
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の

贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
措

置
が
平
成
22
年
度
税
制
改
正
で
講
じ
ら
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
平
成
23
年
末
ま

で
の
時
限
立
法
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

個
人
資
産
の
世
代
間
移
転
と
い
う
観
点
か
ら

見
る
と
、極
め
て
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
相
続
税

の
見
直
し
と
併
せ
て
、総
合
的
な
見
地
か
ら
、

そ
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る
よ
う
求
め
る
。

3
．
相
続
時
精
算
課
税
制
度

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
20
歳
以
上
の

子
が
65
歳
以
上
の
親
か
ら
受
け
る
贈
与
（
非

課
税
枠
2
、
5
0
0
万
円
）
に
つ
い
て
、
贈
与

時
に
軽
減
さ
れ
た
贈
与
税
を
納
付
し
、
相
続

時
に
相
続
税
で
精
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
枠
の

拡
大
と
65
歳
か
ら
60
歳
へ
の
年
齢
制
限
の
引

き
下
げ
を
求
め
る
。

第
四　

事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て

　

わ
が
国
の
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済
の
活

性
化
や
雇
用
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

そ
の
中
小
企
業
が
、
相
続
税
負
担
が
主
た
る

原
因
で
、
事
業
承
継
が
で
き
な
く
な
る
と
す

る
と
、
地
域
経
済
は
も
と
よ
り
日
本
経
済
に

と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
こ
う
し
た

状
況
を
踏
ま
え
、
法
人
会
で
は
長
年
に
わ
た

り
欧
米
並
み
の
「
事
業
承
継
税
制
の
確
立
」

を
訴
え
続
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
、
欧
米
諸
国
の

実
情
を
み
る
と
、
相
続
税
体
系
は
多
様
で
あ

る
が
、
事
業
承
継
税
制
を
優
先
さ
せ
る
と
の

考
え
方
で
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
種

特
例
や
優
遇
措
置
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
事
業
後
継
者
を
対
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象
に
し
た
相
続
税
お
よ
び
贈
与
税
の
納
税
猶

予
制
度
が
平
成
21
年
度
税
制
改
正
で
創
設
さ

れ
た
も
の
の
、
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と

区
分
し
、
事
業
用
資
産
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
控
除
す
る
欧
米
の
制
度
に
比
べ
る
と
内

容
、
要
件
等
が
不
充
分
で
あ
り
、
本
格
的
な

事
業
承
継
税
制
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

特
に
、
自
社
株
の
課
税
価
格
の
80
％
に
対

応
す
る
相
続
税
を
納
税
猶
予
す
る
制
度
に
つ

い
て
は
、
①
原
則
と
し
て
中
小
企
業
基
本
法

で
定
め
る
中
小
企
業
が
対
象
と
な
る
こ
と
、

②
事
前
に
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
、
適
用
後

に
経
済
産
業
大
臣
、
税
務
署
長
へ
の
報
告
等

手
続
き
が
煩
雑
な
こ
と
、
③
５
年
間
、
雇
用

（
厚
生
年
金
お
よ
び
健
康
保
険
加
入
者
を

ベ
ー
ス
）
の
８
割
以
上
を
維
持
す
る
こ
と
、

④
原
則
と
し
て
死
亡
時
ま
で
株
式
保
有
し
な

い
と
納
税
猶
予
と
な
ら
な
い
等
、
厳
し
い
条

件
が
課
さ
れ
て
い
る
。
贈
与
税
の
納
税
猶
予

制
度
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
事
業
承
継
税
制
を
利
用
で
き

る
ケ
ー
ス
は
限
定
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

得
ず
、
制
度
導
入
の
趣
旨
が
生
か
さ
れ
な
い

恐
れ
が
あ
る
。
つ
い
て
は
、
適
用
要
件
の
緩

和
と
欧
米
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制

の
確
立
を
今
後
も
引
き
続
き
最
重
要
課
題
と

し
て
求
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
親
族
外
承
継
も
重
要
な
課
題

で
あ
り
、
税
制
面
を
含
め
て
所
要
の
措
置
を

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
五　

消
費
税
制
に
つ
い
て

1
．
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
条
件

　

消
費
税
は
、
消
費
一
般
に
広
く
公
平
に
負

担
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
少
子
・
高
齢
化

に
よ
る
財
政
需
要
の
拡
大
な
ど
を
考
慮
す
る

と
、
消
費
税
率
を
引
き
上
げ
ざ
る
を
得
な
い

も
の
と
認
識
す
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
行
財

政
改
革
の
徹
底
、
歳
出
の
削
減
・
合
理
化
な

ど
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
構
造
改
革
の
進
展

や
景
気
情
勢
な
ど
に
つ
い
て
も
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

税
制
改
革
の
中
で
、
消
費
増
税
の
み
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、

厳
し
い
歳
出
・
歳
入
の
見
直
し
の
中
で
、
そ

の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
特
に
、
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

国
民
の
義
務
と
し
て
税
の
あ
り
方
、
福
祉
社

会
の
中
で
受
益
と
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て

国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
構
築
し
、
か
つ
具

体
的
な
消
費
税
制
度
の
あ
り
方
や
運
用
等
に

つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
な
ど
、
国
民
の

不
安
を
可
能
な
限
り
少
な
く
し
た
上
で
、
税

率
の
引
き
上
げ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

2
．
滞
納
防
止

　

消
費
税
は
本
来
、
預
り
金
的
性
格
を
持
つ

税
金
で
あ
る
た
め
、
滞
納
防
止
策
と
し
て
中

間
申
告
や
e−

T
a
x
の
普
及
等
、
制
度
、

執
行
面
で
一
層
充
実
し
た
対
策
が
望
ま
れ
る
。

第
六　

地
方
税
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

1
．
固
定
資
産
税
の
軽
減

　

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
商
業
地
を
中

心
に
実
効
税
率
が
上
昇
を
続
け
、
都
市
部
に

お
い
て
重
税
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

都
市
計
画
税
と
併
せ
て
制
度
の
見
直
し
と
負

担
軽
減
を
求
め
る
。

　

宅
地
と
事
業
用
地
に
つ
い
て
は
、
資
産
の

収
益
力
に
着
目
し
た
収
益
還
元
価
格
で
評
価

す
る
方
式
に
改
め
る
よ
う
求
め
る
。
ま
た
、

事
業
用
地
に
つ
い
て
は
、
居
住
用
宅
地
に
準

じ
た
負
担
軽
減
措
置
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

居
住
用
家
屋
に
つ
い
て
は
、
再
建
築
価
格

方
式
で
な
く
、
家
屋
の
経
過
年
数
に
応
じ
た

評
価
方
法
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

土
地
の
評
価
体
制
に
つ
い
て
は
、
国
土
交

通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
各
省
庁
の
目
的

に
応
じ
た
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政
の

効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
の
一
元
化
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。

2
．
事
業
所
税
の
廃
止

　

事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
市
町
村

合
併
の
推
進
で
課
税
対
象
が
拡
大
し
て
い
る

が
、
本
来
、
固
定
資
産
税
と
の
二
重
課
税
的

な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
速
や
か

に
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

3
．
申
告
納
税
の
合
理
化

　

行
財
政
改
革
や
納
税
者
利
便
性
等
の
観
点

か
ら
、
国
税
と
課
税
対
象
を
同
じ
く
す
る
法

人
事
業
税
、
法
人
・
個
人
の
道
府
県
民
税
や

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
地
方
消
費
税
の
執

行
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
納
税
手
続
き
の
一
層

の
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

4
．
超
過
課
税
・
法
定
外
目
的
税

　

市
町
村
民
税
の
超
過
課
税
は
主
と
し
て
法

人
を
対
象
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
課
税
目
的

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
課
税
の
公
平

原
則
に
も
反
す
る
も
の
で
、
速
や
か
に
廃
止

す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
法
定
外
目
的
税
に
つ
い
て
は
、
環

境
対
策
か
ら
導
入
さ
れ
る
事
例
が
多
い
が
、

独
自
課
税
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
税
の
公

平
・
中
立
の
観
点
か
ら
法
人
企
業
に
対
す
る

安
易
な
課
税
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

第
七　

環
境
税
制
に
つ
い
て

　

環
境
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
対

策
と
し
て
各
種
の
構
想
や
提
案
が
行
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
税
制
面
で
ど
う

対
応
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
部
内
で
結

論
が
出
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
当
面
は
国

内
外
の
議
論
を
注
視
し
、
環
境
政
策
と
の
調

和
、
石
油
税
等
、
既
存
の
税
制
と
の
調
整
を

図
り
つ
つ
、
幅
広
い
観
点
か
ら
積
極
的
に
検

討
す
る
よ
う
求
め
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
関

連
し
て
、
21
世
紀
の
企
業
人
は
環
境
意
識
を

持
っ
て
経
営
を
行
う
べ
き
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
い
。
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●
9
月
9
日　

法
人
会
館
に
於
い
て
理

事
監
事
支
部
長
合
同
会
議
を
開
催
。
グ

ル
ー
プ
別
研
修
会
、
役
員
会
、
会
員
増

強
運
動
に
つ
い
て
等
協
議
し
た
。

●
9
月
27
日　

法
人
会
館
に
於
い
て
社

会
貢
献
委
員
会
を
開
催
。
10
月
2
日
す

み
だ
ま
つ
り
で
の
社
会
貢
献
活
動
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

●
9
月
14
・
16
日　

法
人
会
館
に
於
い

て
交
際
費
説
明
会
を
開
催
。
両
日
で
合

計
90
名
の
ご
参
加
を
頂
き
ま
し
た
。

●
10
月
19
・
21
日　

法
人
会
館
に
於
い

て
源
泉
徴
収
説
明
会
を
開
催
。
両
日
で

合
計
116
名
の
ご
参
加
を
頂
き
ま
し
た
。

本

部

の

動

き

●
8
月
27
日　

法
人
会
館
に
於
い
て
組

織
委
員
会
を
開
催
。
平
成
22
年
度
会
員

増
強
運
動
方
針
案
に
つ
い
て
協
議
し

た
。

●
9
月
６
日　

法
人
会
館
に
於
い
て
広

報
委
員
会
を
開
催
。
法
人
会
報
11
月
号

の
編
集
に
つ
い
て
協
議
し
た
。　

国税電子申告・納税システム

法人会は会社経営の効率化のためにe-Taxの普及を支援しています。法人会
※事前にダイレクト納付利用届出等の提出が必要です。
※届出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

納税にはダイレクト納付が便利です！
e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座
から、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付すること
ができます。

国税に関する申告や納税、
申請・届出などの手続きが
インターネットで行えます。

e-Taxを利用して所得税の申告をするとこんなメリットが！

最高5,000円の税額控除 添付書類の提出省略 還付金がスピーディ
ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。 イータックス 検索
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◆　東京ディズニーランド・ディズニーシーの割引補助券やとしまえん・東武動物公園等
の格安利用券を斡旋します。その他、便利なクオカードや図書カード、さらにフィット
ネスクラブ・映画鑑賞券・

　観劇・グルメなど格安の料
　金でご利用いただけます。
◎　お得な情報がいっぱい！
◎　今すぐご入会ください！

（社）墨田区勤労者福祉サービスセンター
墨田区押上2−12−7−215・☎3626−3723　FAX3626−3733
URL：http://www.friends-sumida.or.jp
担当：事務局次長　吉岡 清史

　

去
る
10
月
2
日
㈯　

今
年
で
7
年
目

に
な
り
ま
し
た
、
す
み
だ
ま
つ
り
会
場

の
錦
糸
公
園
内
の
テ
ン
ト
を
お
借
り
し

て
、
社
会
貢
献
委
員
会
主
催
に
よ
る
環

境
に
関
す
る
社
会
貢
献
活
動
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
当
日
は
お
天
気
に
も
め
ぐ

ま
れ
、社
会
貢
献
委
員
の
方
を
中
心
に
、

役
員
さ
ん
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
午

前
11
時
よ
り
、
ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
を
積
極
的

に
利
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に

Ｐ
Ｒ
用
の
フ
ー
セ
ン
を
配
布
並
び
に
、

花
の
鉢
植
え
を
4
０
０
鉢
、
ア
ン
ケ
ー

ト
を
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
方
に
配
布

し
ま
し
た
。
な
お
、
今
年
も
昨
年
同
様

本
所
間
税
会
さ
ん
と
テ
ン
ト
を
分
け
合

い
実
施
致
し
ま
し
た
。

●
12
月
1
日　

生
活
習
慣
病
予
防
健
診

於
：
ニ
ッ
ト
健
保
会
館

●
12
月
8
日　

決
算
法
人
説
明
会

（
PM
1:30
〜
4:00
）

於
：
本
所
法
人
会
館

●
12
月
13
日　

理
事
監
事
支
部
長
合
同

会
議

於
：
本
所
法
人
会
館

●
12
月
29
日
〜
１
月
3
日

年
末
年
始
休
暇

●
１
月
12
日　

決
算
法
人
説
明
会

（
PM
1:30
〜
4:00
）

於
：
本
所
法
人
会
館

●
１
月
14
日　

新
設
法
人
説
明
会

（
PM
1:30
〜
4:00
）

於
：
本
所
法
人
会
館

●
１
月
19
日　

税
務
協
力
団
体
共
催

新
年
賀
詞
交
歓
会

於
：
東
武
ホ
テ
ル
レ
バ
ン
ト
東
京

12
月
〜
平
成
23
年
１
月
の
主
な
行
事
予
定

10

月

社

会

貢

献

活

動

を

実

施
社　会　貢　献　活　動　風　景

東京スカイツリー建設進捗状況
シリ―ズ⑥ 10月７日撮影 488m
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9
月
15
日　

本
所
法
人
会
館
に
て
、

税
務
研
修
会
と
健
康
に
関
す
る
講
習
会

を
開
催
。
税
務
研
修
会
で
は
、『
源
泉

所
得
税
に
つ
い
て
の
質
問
の
多
い
事

例
』
と
題
し
、
本
所
税
務
署
法
人
課
税

第
二
部
門 

柳
岡
調
査
官
様
を
講
師
に

お
招
き
し
て
研
修
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

健
康
に
関
す
る
講
習
会
で
は
、『
落

語
で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス　

上
手
に
ス
ト

レ
ス
を
発
散
さ
せ
ま
し
ょ
う
』
と
題
し

て
、
噺
家
の
古
今
亭　

菊
之
丞
師
匠
を

講
師
に
迎
え
て
、
手
ぬ
ぐ
い
と
扇
子
を

使
っ
て
古
典
落
語
の
所
作
と
小
話
を
披

露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

9
月
2
日 

研
修
見
学
会
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
大
宮
の
鉄
道

博
物
館
を
見
学
。

　

新
橋
、
横
浜
間
開
業
か
ら
昭
和
57
年

ま
で
の
昔
懐
か
し
い
実
物
車
両
の
展
示

や
鉄
道
の
歴
史
、
役
割
や
技
術
の
変
遷

が
解
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

ま
た
、
日
本
最
大
の
鉄
道
模
型
ジ
オ

ラ
マ
（
約
2
0
0
㎡
、
軌
道
延
長
1
、

4
0
0
m
）
の
展
示
や
実
際
の
運
転
席

に
座
っ
て
運
転
体
験
で
き
る
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
ー
等
を
体
験
い
た
し
ま
し
た
。

源
泉
研
究
部
会

部

会

の

動

き

税
法
研
究
部
会

研 修 会 風 景

税 法 部 会 見 学 会
　

10
月
15
日 

第
24
回
法
人
会
全
国
青

年
の
集
い
「
と
ち
ぎ
大
会
」
が
開
催
さ

れ
、
当
会
か
ら
も
皆
川
部
会
長
は
じ
め

役
員
の
方
々
合
計
4
名
が
参
加
し
ま
し

た
。

　

大
会
で
は
「
少
子
化
時
代
に
向
け

て
」、「
租
税
教
育
の
す
す
め
方
」を
テ
ー

マ
に
発
表
等
が
あ
り
、
青
年
部
会
の
今

後
の
活
動
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
ま

た
記
念
式
典
、
三
遊
亭
円
楽
氏
の
記
念

講
演
会
が
行
わ
れ
た
。

青

年

部

会
大 会 会 場 前 に て

　

10
月
28
日
㈭ 

墨
田
区
役
所
13
階
会

議
室
に
お
い
て
研
修
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
最
初
の
テ
ー
マ
「
東
京
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
に
つ
い
て
」
の
講
師
の
吉
野
様
は

実
際
に
設
計
に
携
さ
わ
っ
て
い
る
為
、

興
味
深
い
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
、
活

発
な
質
疑
応
答
で
大
変
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

　

ま
た「
す
み
だ
３
M
運
動
に
つ
い
て
」

は
講
師
と
し
て
区
役
所
の
五
十
畑
様
よ

り
、
３
M
の
意
味
等
を
説
明
さ
れ
、
墨

田
区
民
と
し
て
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
最
後
に
恒
例
の
税
金
ク
イ
ズ
を

行
な
い
場
所
を
移
動
し
て
ア
サ
ヒ
ビ
ー

ル
22
階
・
隅
田
川
・
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を

一
望
で
き
る
ラ
・
ラ
ナ
リ
ー
タ
に
お
い

て
イ
タ
リ

ア
料
理
を

堪
能
し
、

生
憎
の
悪

天
候
で
は

あ
り
ま
し

た
が
、
充

実
し
た
楽

し
い
ひ
と

と
き
を
過

ご
す
こ
と

が
で
き
ま

し
た
。

研 修 会 集 合 写 真

女

性

部

会
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■
各
グ
ル
ー
プ
で
は
、　

グ
ル
ー
プ
別
研
修
会
、

会
員
増
強
に
つ
い
て
の

役
員
会
を
開
催
。
運
営

に
向
け
協
議
し
た
。

　

今
年
も
本
格
的
な
会
員
増
強
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
本
所
法
人
会
で
は
、
景
気
低
迷
の
折
り
か
ら
会
員
の
転
廃
業
に

よ
る
退
会
が
多
く
、
会
員
数
も
減
少
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
会
員

一
丸
と
な
っ
て
増
強
に
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
お
取
引
先
等
で

未
加
入
の
法
人
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
加
入
歓
奨
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。（
ク
オ
カ
ー
ド
３
０
０
０
円
分
進
呈
）

　

ご
入
会
い
た
だ
い
た
方
に
も
ク
オ
カ
ー
ド
３
０
０
０
円
分
進
呈

今年度 会員の推移
状況（H22.4月〜 10月）

期首　3656社
月 入会 退会 増減
4 6 19 −13
5 3 30 −27
6 4 10 −6
7 1 14 −13
8 4 11 −7
9 2 23 −21
10 6 14 −8
10月末現在
会員数

3436社

グ
ル
ー
プ
役
員
会
開
催

10月6日　第4グループ
於：第一ホテル両国内東天紅

10月25日　第3グループ
於：第一ホテル両国内東天紅

11月5日　第1グループ
於：ザ・ホテルベルグランデ

10月8日　第2グループ
於：ザ・ホテルベルグランデ

10月21日　第7グループ
於：パークカフェ

10月4日　第8グループ
於：東武クラブ

10月5日　第5・6グループ
於：東武ホテルレバント東京

支

部

・

グ

ル

ー

プ

の

動

き

会
員
増
強
運
動
に
ご
協
力
を今年の法人会 会員増強　ポスター
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※講師：本所税務署審理官グループ
※費用は無料です。（引き続き開催の懇親会はグループにより有料になるところがあります。事前にご確認下さい。）

※ご出席の際は所属支部長さん、またはお近くの支部役員さんにご連絡下さい。
※開催時間については各グループの別途案内状をご確認下さい。

会員の皆様奮ってご出席下さい！

平成22年度グループ別研修会日程表
研　修　科　目 ①平成22年度税制改正のあらまし

②イータックス最新情報
③質疑応答

グループ
（地　域） 開　催　日　時 開　催　場　所

（所　在　地）

担当副会長
グループ長

副グループ長
第１グループ

両国・緑

平成22年12月 １ 日㈬
午後 5 時30分　開会

終了時間 午後 ７ 時00分

第一ホテル両国
宴会場

（横網 １ − ６ − １ ）

半澤副会長

尾崎グループ長

大塚副グループ長

第２グループ
菊川・立川

千歳

平成22年11月12日㈮
午後 6 時00分　開会

終了時間 午後 8 時00分

みどりコミュニティーセンター
多目的ホール

（緑 3 − 7 − 3 ）

春原副会長

朝倉グループ長

清水副グループ長

第３グループ
石原・亀沢

横網

平成22年11月24日㈬
午後 6 時00分　開会

終了時間 午後 ８ 時00分

第一ホテル両国
宴会場

（横網 １ − ６ − １ ）

青柳副会長
大石グループ長

小倉副グループ長

第４グループ
本所・吾妻橋

東駒形

平成22年11月16日㈫
午後 ２ 時00分　開会

終了時間 午後 ４ 時00分

中ノ郷信用組合
本店ホール

（東駒形 ４ − ５ − ４ ）

立岡会長
佐藤副会長

佐生グループ長
今井田副グループ長

第５グループ

江東橋

平成22年11月19日㈮
午後 6 時00分　開会

終了時間 午後 8 時00分

東武ホテルレバント東京
宴会場

（錦糸 １ − 2 − 2 ）

小野副会長

関根グループ長

鈴木副グループ長

第６グループ

太平・錦糸
同　上

第 5 グループと共催
同　上

第 5 グループと共催

大塚副会長

及川グループ長

高森副グループ長

第７グループ
横川・業平

押上

平成22年11月18日㈭
午後 5 時30分　開会

終了時間 午後 ７ 時30分

本所法人会館
２ 階会議室

（業平 １ − 7 −12）

野口副会長

杉本グループ長

奈良副グループ長

第８グループ

向島・区外

平成22年11月11日㈭
午後 5 時30分　開会

終了時間 午後 ７ 時30分

東武クラブ

（向島 １ −32− 3 ）

石川副会長

小林グループ長

川合副グループ長

グループ研修会日程表
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［筆者紹介］
　柏木慶永（かしわぎ・よしなが）経済ジャーナリスト（日本記者ク
ラブ会員）。1969 年日本大学法学部新聞学科卒。日刊工業新聞社で、
編集局科学技術・第一・第二・各部長、電子メディア局長、執行役員
総合事業局長、同業務局長、同倫説委員長を歴任。

致のために地元と連携したネットワーク作りを積極化してもらいたい。

　東北海道の観光を盛り上げようと阿寒湖でリゾート施設を経営し、北海道観光振興機構副

理事長を務める大西雅之氏は、「郷土力を生かして地元との共生を目指す宿づくり、まちづく

り」に取り組んでいる。北海道の観光客が激減していることへの危機感が背景にある。要因

はいくつかあるが、大西氏によると、1999年の航空法改正で航空産業の規制緩和が進み、競

争が激化したため、主要航空会社が機材小型化や減便で運賃値上げをしたことが最も大きい

とする。北海道には８空港あるものの、千歳以外はガランとした状態という。

　阿寒湖周辺の観光客は100万人超だったが、今年３月には62万人に減少、知床でさえもこの

数年で34％も減っている。大西氏は「北海道エリア別観光ビジョン」を作って誘致作戦を始

めるが、「国際観光の推進は狭義の観光産業の枠内でなく、オール北海道が手を組んで成長産

業として育成に取り組むべき」と、北海道庁の観光予算増額など政策強化を訴える。

　観光資源は経済的効果を高める。北海道や秋田県では韓国や中国映画のロケ地として脚光

を浴び、現に両国の観光客が大勢訪れている。ロケ地誘致も観光の目玉になる。もちろん外

国人だけでなく、日本人が自分の国を再発見するために国内旅行を楽しむことも大いに推進

することだ。内外問わず日本人の心である「おもてなし」を基本とした受け入れ体制の充実

は言うまでもない。観光産業の発展は日本力を回復する重要なカギといえる。政府は新たな

成長産業とするために規制改革を進めながら、日本人の観光への意識を高める施策を積極的

に展開することが必要だ。掛け声だけの名ばかり観光立国では成長できない。
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　５月下旬、北東北を旅した。旅行会社のツアーで奥入瀬渓谷、十和田湖、八幡平、田沢湖、

中尊寺、松島などを巡った。桜が満開だったり、雪の壁が続いたりと春先のような光景に目

を奪われた。40人ほどのバス仲間は九州、関西、関東、北海道と日本各地から集まっていた。

大半は中高年だが、皆新たな発見をしたようだ。日本には知らないところが沢山あり、そこ

を訪ねることで、日本の素晴らしさを改めて肌で感じることが出来る。

　そんな中で多くの外国人観光客が日本を訪れることは、日本人にとって世界の空気、風に

触れるチャンスでもある。政府が７月１日から中国人観光客の個人向けビザの発給要件を緩

和したことは、交流の深まりへの大きな一歩となる。観光ビザは、それまでの富裕層限定か

ら中間層（日本円で年収80万円程度）まで対象を拡大した。対象者は160万世帯から1,600万

世帯へと10倍にもなる。中国は高度経済成長が長く続いて個人所得が年々増加しており、海

外旅行への関心が高まっているという。その勢いを日本に向けてくれたらいいわけで、日本

の観光産業や地域の経済活性化にとって、大きなプラスになると期待したい。ただ一方で、

犯罪や不法滞在に目を光らせるのは当然だ。

　中国の富裕層は日本を訪れて家電製品、化粧品などを大量に購入しており、中には50万円

もの買い物をする客もいるという。中国人観光客が増えれば経済効果はさらに大きくなる。

中国人が日本観光で魅力を感じるのは何かとのある調査で、富士山など観光資源とは別に温

泉を挙げる。旅館のサービスなど「おもてなし」がトップだそうだ。やはり日本人の丁寧で、

きめ細かな心配りが受けるようだ。もちろん食の安全に対する安心感もあるだろう。

　菅政権は６つの新成長戦略分野の一つに観光を位置づけた。外国人観光客を2013年1,500万

人、16年までに2,000万人、19年には2,500万人、将来的には3,000万人とするロードマップも作っ

た。今回の中国人ビザ発給要件緩和はその具体策の一つで、今後さらに対象を拡大すると見

られる。

　国内の観光産業の活性化は、雇用増、地域づくりにつながり、内需拡大に貢献する内なる

国際競争力を高める力がある。外国人観光客が増えれば、日本の歴史・文化、四季折々の美

しい自然や景観など日本の良さを発見してもらえる。政府の観光政策とともに、自治体も誘

観光立国へ「おもてなし」で交流に磨きを
経済ジャーナリスト　　　柏木　慶永

観光産業、地域の活性化にプラスか、中国人向けビザ要件緩和

求められる自治体と地元のネットワーク作り
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税 務 署 だ よ り

法定調書の提出に関するお願い

年末調整等説明会のご案内年末調整等説明会のご案内
　本年も年末調整を行う時期になりました。つきましては、11月８・９日に曳舟文
化センター1階ホールで説明会を行います。
　年末調整等に必要な用紙は、当日会場受付でお渡しします。
※諸用紙の配付は説明開始の30分前から行います。

開催日 時間 対象地域 説明会場

11月８日㈪ 13：30〜16：00
菊川・錦糸・向島
両国・江東橋 曳舟文化センター

1階ホール

墨田区京島
1−38−11

11月９日㈫
　9：30〜12：00

亀沢・太平・東駒形
本所・吾妻橋・横川

13：30〜16：00
石原・立川・千歳・緑
横網・押上・業平

○ 納付税額のない場合の納付書の提出方法
　年末調整による超過額があるため納付税額がない場
合には、税額 0 の納付書を税務署へ提出、郵送され
るかe-Taxからの送信をお願いします。
　詳細については、法人課税第２部門までお問い合わ
せ下さい。

本所税務署
　電話　3623-5171
　・年末調整関係
　　　法人課税第２部門
　・法定調書関係
　　　管理運営部門

法定調書の提出に関するお願い
● 法定調書の提出について
　「平成22年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」については、税務署から
送付されたOCR様式を使用し、黒のボールペンでていねいに記載して提出して下さい。
　また、各調書の署番号（01169）及び整理番号欄も必ず記載して下さい。
　法定調書の提出期限は、平成23年1月31日（月）ですが、なるべくお早めに提出
されるようお願いします。e-Tax（イータックス）でも提出できます。

● e-Taxによる法定調書提出のご案内
　法定調書の提出をe-Taxで行うことにより、自宅やオフィスから法定調書の提出が
でき、手書きをする手間を省くことができます。
　会員の皆様の事務効率化のためにも、e-Taxによる法定調書の提出について是非ご
検討下さい。
　なお、ご不明な点がありましたら、本所税務署管理運営部門までお問い合わせ下さい。
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都税事務所だより

12月は固定資産税・都市計画税第3期分の納期です（23区内）
  ６月にお送りした納付書により、12月27日（月）までにお納めください。
＜ご利用になれる納付方法＞
　①　金融機関※１ ・ 郵便局 ・ 都税事務所 ・ 都税支所 ・ 支庁の窓口
　②　口座振替※2

　③　コンビニエンスストア※3　

　　　〈利用可能なコンビニエンスストア〉
　　　エーエム・ピーエム　くらしハウス　ココストア　コミュニティ・ストア　サークルK　サンクス
　　　スリーエイト　スリーエフ　生活彩家　セブン-イレブン　デイリ－ヤマザキ　ファミリーマート
　　　ポプラ　ミニストップ　ヤマザキデイリーストアー　ローソン（50音順）　

　　　＊領収証書及びレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。
　④　金融機関※１ ・ 郵便局の　  （ペイジー）対応のATM※4、インターネットバンキング※4、モバイルバンキング※4

　※１　一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
　※２　お申込方法等の詳細は、主税局徴収部納税推進課口座振替係（03-5912-7520）へお問い合わせください。　
　※３　納付書1枚あたりの合計金額が30万円までのものが納付できます。　
　※４　○　　（ペイジーマーク）の入っている都税の納付書に限ります。
　※５　○領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアをご利用ください。）。
　※５　○新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングをご利用する方は、事前に金融機関へのお申込みが必要です。
　※５　○保守点検作業のため、平成23年1月1日午前0時～平成23年1月4日午前7時まではご利用できません。その他にもご利用
　※５　　できない期間があります。詳しくは、主税局ホームページ（http：//www.tax.metro.tokyo.jp/）の「都税の納税等につい
　※５　　て」をご覧ください。

　　　　固定資産税・都市計画税の納付には、安心便利な口座振替をご利用ください。
　　　お申込みは、口座振替を開始しようとする月の前月の10日までに、口座振替依頼書（ハガキ式のもの）
　　に必要事項を記入の上、ポストに投函していただくか、預（貯）金通帳、通帳届出印、納税通知書をご持
　　参のうえ、金融機関または郵便局の窓口でお手続きください（1月11日までにお申込みいただくと、固定
　　資産税・都市計画税第4期分から口座振替をご利用いただけます。）。　

＜口座振替のお問い合わせ先＞
主税局徴収部納税推進課口座振替係（03－5912－7520）・墨田都税事務所（03－3625－5061）

検索東京都　主税局

　　年末年始における窓口業務のご案内　　
　年末年始、都税事務所・都税支所・支庁、都税総合事務センター・自動車税事務所
における事務の取扱いは次のとおりです。

12月28日（火） 12月29日（水）　
　〜 1月3日（月） 1月4日（火）

都 税 の 納 税 ○ ×※ ○

都税の申告（申請）書の受付 ○ 「申請書等受箱」を
ご利用ください。 ○

証 明 書 等 の 取 扱 い ○ × ○

○：ご利用できます　×：ご利用できません

※閉庁期間でも、金融機関等の窓口、金融機関のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、
モバイルバンキング、コンビニエンスストアではご納付いただける場合があります。詳しくは各
金融機関等に直接お問い合わせください。



創立60周年記念式典特集号

式典にお手伝いいただいた役員集合写真


